
　国民健康保険税第7期の
　納期限は1月31日です

□市税の納付は「口座振替」が便利です。
　☆金融機関で手続きが必要です。
□コンビニエンスストア、スマートフォン決済
　でも納付できます。
□納期限を過ぎると、督促手数料と延滞金が発
　生する場合があります。
　●国民健康保険税について　☎43‐0397
　●納付について　☎43-0398

　三井住友銀行窓口での市税等公金納付の
　取り扱いは3月31日で終了します

　三井住友銀行の窓口では、市が発行する市税
等公金の納付書の取り扱いを3月31日をもって
終了します。なお、口座振替で三井住友銀行を利
用している方は、引き続き利用できます。
※納入通知書に指定の納付場所として「三井住
　友銀行」と記載されている場合でも、4月1日以
　降は、窓口では納付できなくなります。
※4月1日以降、納付の手続きで三井住友銀行の
　窓口に来られた場合は、取扱可能な金融機関
　に取り次ぎ、その金融機関が代わりに納付手
　続きを行います。ただし、取次には別途手数料
　がかかるほか、日数を要するため、納付期限に
　間に合わず延滞金が発生する場合があります。
◎4月1日以降も公金納付に利用できる金融機関
　□みなと銀行　□みのり農業協同組合
　□兵庫県信用組合　□中兵庫信用金庫
　□日新信用金庫　□姫路信用金庫
　□ゆうちょ銀行または郵便局
問会計課(庁舎1階)　☎43-0406

　青野原高射教育訓練場の周辺が
　内閣府の調査対象になります

　防衛施設等の機能を阻害する土地・建物の利
用を防止する「重要土地等調査法」により、防衛
施設の周辺区域などは「注視区域」・「特別注視区
域」として指定されます。
　このたび令和5年12月11日、青野原高射教育訓
練場周辺が「注視区域」として指定されました。
　施行日となる1月15日㈪以降は、注視区域内の
土地・建物で施設の機能を阻害する行為が行わ
れていないか、内閣府が公簿収集等により調査
します。調査の結果、必要があれば、当該行為を
中止するよう勧告・命令を行う場合があります。
詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。
◎注視区域　青野原高射教育訓練場を中心とし
　　　　　　た周囲おおむね1,000mの区域
問内閣府重要土地等調査法コール
　センター　☎0570-001-125

　受賞おめでとうございます

◎日本赤十字社銀色有功章
　山本幸子さん(加東市赤十字奉仕団員)
◎近畿地方更生保護委員会委員長表彰
　鷹尾千香子さん(小野・加東保護区保護司会 保護司)
◎近畿更生保護女性連盟会長表彰
　本田久美子さん(加東市更生保護女性会 会員)
◎日本赤十字社支部長感謝状(銀枠感謝状)
　小林邦子さん(加東市赤十字奉仕団員)
　井上朱実さん(加東市赤十字奉仕団員)
◎神戸保護観察所長永年表彰
　西村のぞみさん(小野・加東保護区保護司会 保護司)
◎神戸保護観察所長感謝状
　藤原順子さん(加東市更生保護女性会 会員)
　稲岡みさ子さん(加東市更生保護女性会 会員)
　丹羽恭子さん(加東市更生保護女性会 会員)

　国民健康保険税の産前産後免除制度 始まります

　令和6年1月1日から、出産される国民健康保険
被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割
額が産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は
6か月間)免除されます。
　令和5年11月1日以降に妊娠85日以上の分娩
　予定の国民健康保険の被保険者
◎受付開始日　出産予定日の6か月前から
◎免除額　対象者にかかる国民健康保険税の所
　　　　　得割額と均等割額
◎免除期間
　出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は
　3か月前)から翌々月までの期間
　※免除期間イメージ

　※ただし免除対象月は令和6年1月からです。
　例□令和5年11月出産の場合
　　　➡令和6年1月分を免除
　　□令和5年12月出産の場合
　　　➡令和6年1月分、2月分を免除
　保険医療課窓口に必要書類を持参
　□出産予定日または出産日および単胎・多胎
　　が確認できる書類(例母子手帳)
　　※出産後に届出をする場合は、親子関係が
　　　確認できる書類(例出生証明書)
　□世帯主および出産被保険者のマイナンバー
　　がわかるもの
　□届出される方の本人確認書類(例マイナン
　　バーカード、運転免許証)
問市民協働部保険医療課(庁舎1階)　☎43-0500

　非血縁者間で骨髄等を提供した方に
　助成金を交付します

◎助成金　骨髄等の提供に係る通院又は入院の
　　　　　日数×2万円　※上限額20万円
　下記①～④をすべて満たす方
　①(公財)日本骨髄バンクが実施する骨髄・末
　　梢血幹細胞提供あっせん事業を利用したこと
　②骨髄等の提供を完了したこと、または骨髄
　　等の提供に係る最終同意を行った後に、や
　　むを得ない理由により骨髄等の提供が中止
　　されたこと
　　※完了日または中止日のいずれかが、令和5
　　　年4月1日以降であること
　③骨髄等の提供が完了または中止された日お
　　よび申請日に市の住民基本台帳に記録され
　　ていること
　④他の地方公共団体から同様の助成金等の交
　　付を受けていないこと
　申請書と必要書類を健康課に提出
　※必要書類の詳細は、市ホーム
　　ページをご覧ください。
　骨髄等の提供が完了または中止された日から
　起算して1年以内
問健康福祉部健康課(庁舎2階)　☎43-0435

　振り込みのお知らせ

◎児童扶養手当
　1月期 ⇒ 1月11日㈭
問健康福祉部福祉総務課(庁舎1階)
　☎43‐0408 

無料事前相談受付中
事前相談割引あり
粗品進呈

あんしん会会員募集中
入会金・年会費無料
会員特典あり


